
船舶インシデント調査報告書 

令和２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和元年７月２４日 １２時５７分ごろ 

発生場所 和歌山県有田
あ り だ

市沖ノ島北方沖 

 下津沖ノ島灯台から真方位０１５°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.９′ 東経１３５°０４.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボートQUEEN
ク イ ー ン

は、錨泊中、走錨して座洲した。 

事故調査の経過 令和元年７月２６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート QUEEN、５トン未満（長さ７.１４ｍ） 

 ２５０－１９７１９和歌山、有限会社クイーン 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船長が、沿岸

から約２０ｍ、水深約８ｍの所（底質：泥）に船首から錨を投入し、

錨のかき具合を確認しないまま船室で釣りの準備をしていたところ、

船体を擦る音を聞き、船室を出て走錨に気付いて走錨を止めようと錨

索を巻き上げたものの、海岸に座洲した。 

本船は、付近にいた漁船により引き下ろされた。 

分析 本船は、船長が、錨のかき具合を確認せずに錨泊中、船室で釣りの

準備を行っていたところ、走錨していることに気付くのが遅れたこと

から、海岸に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、船長が、錨のかき具合を確認せずに錨泊中、船

室で釣りの準備を行っていたところ、走錨していることに気付くのが

遅れたため、本船が海岸に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・錨泊を行おうと錨を投下した際には、錨のかき具合を確認すると

ともに、錨泊中は、走錨する可能性があることを考慮し、適切な

錨泊監視を行うこと。 

 

  


